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指定地域密着型通所介護事業所の廃止について  

１  報告概要  

下記の事業者から介護保険法第７８  条の５第２号の規定（地域密着

型サービスの事業の廃止）に基づく廃止届が提出されました。  

届出内容を審査したところ、当該事業所における利用者の処遇に支

障はないものと判断し、下記事業者から当該廃止届の受理を行いまし

たので報告します。  

２  廃止事業者  

名 称 デイサービスセンター悠遊らいふ流山  

所 在 地 流山市南流山７－２８－１１  

廃止届受理日 令和３年１０月２９日  

廃 止 年 月 日 令和３年１１月３０日  

サービス種類 地域密着型通所介護  

事 業 者 

有限会社Ｄ＆Ｃクリエート  

   取締役  本山  雄貴  

所在地：東京都台東区上野 5-22-8 

          笹本ビルＢ１  

３  背景  

  有限会社Ｄ＆Ｃクリエートは、平成２８年４月１日付けで流山市か

ら指定を受けて、指定地域密着型通所介護事業所「デイサービスセン

ター悠遊らいふ流山」を運営していましたが、管理者が退職すること

になり、新たな管理者の確保が困難になったことから、令和３年１１

月３０日付けで事業を廃止するものです。  

  なお、当該事業所を利用していた方は、生活に必要な介護サービス

が途切れないよう、事業所が関係居宅介護支援事業所のケアマネジャ

ーと協働し、次の介護サービス事業所での利用を開始しております。  
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